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教員養成の段階における食物アレルギー対応に関する指導の必要性と課題
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要　　　約

学校における危機管理として、食物アレルギーへの緊急時の対応が必要とされている。万一の事故発生時に対応

するためには、すべての教職員が危機管理意識をもち、誰もが迅速かつ的確に対応する体制を整備することが求め

られている。本稿では、2012 年（平成24 年）に食物アレルギーによる児童の死亡事故が起きたこと、食物アレルギ

ー。アナフィラキシーをもつ児童生徒が増加していることなど、学校において食物アレルギーに対して緊急時の対

応の整備が求められてきた背景や動向を整理した。また、本年度、教員を志望する本学の教職大学院生や養成課程

の学生を対象に食物アレルギー対応についての授業を実施し、食物アレルギー事故事例や自己注射薬のデモ器を用

いた実習、映像の視聴によるシミュレーションを授業内容として取り組んだ。授業後のレポートには、「食物アレ

ルギー対応について教職に就く前にぜひ学ぶべきである」「できるだけ学ぶべきである」という回答が得られ、食

物アレルギー対応についての知識の必要感や、「命に関わる問題」「教師としての責任」などの記述からは危機意

識の高まりが感じられた。以上の結果を踏まえ、学生や教職大学院生か学校現場における教育実習などの機会や新

規採用直後に食物アレルギーの緊急対応が必要な場面に遭遇し、第一発見者になる可能性かおることから、教員養

成の段階で食物アレルギーについての知識と緊急時の対応を学修する必要があると考える。

Keywords : 危 幾管理　教員養成　食物アレルギー

１　本稿の目的

2012 年（平成24 年）12月、東京都調布市の小学校

で、乳製品の食物アレルギーを有する５年生の児童が

給食で千－ズが入ったチヂミを誤って食べて死亡する

という痛ましい事故があったことは記憶に新しい。子

どもが安心して学ぶ、安全な場所であるべき学校にお

いて子どもの生命に関わることは、危機管理として位

置付けた対応が必要である。

学校における危機管理には、危機（事件 。事故）の

発生を未然に防ぐ事前の危機管理（リスク 。マネジメ

ント）と事後の危機管理（クライシス 。マネジメン

ト）かおる。事前事後の危機管理について、渡邉

(2009)は、防犯に関する危機管理を例として、①事

件 。事故の発生を未然に防ぐ、秘事件 。事故の発生に

備える、③事件・事故に即時対応する、④事後の対応

を行うとともに回復を図るという4 段階に分けて捉え

る見方が一般的になりつつあると述べている1)。この

4 段階の危機管理の考え方を、学校における食物アレ

ルギー対応に当てはめて考えてみると、食物アレルギ

ーのある児童生徒にアレルギーの原因となる食物の誤

食を防ぐことが第一の段階である。次に、万一の事故

発生時に対応する体制を整備しておくこと、そして、

事故が発生した場合には、児童生徒の生命を守るため

迅速かつ的確に対応すること、4 段階目として救急搬

送により医療機関で受診させることとなる。
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特に、学校において万一の事故発生時に対応するた

めには、全教職員が危機管理意識をもち、誰もが迅速

かつ的確に緊急時の対応を行うことができる体制を整

備することが求められている。その背景には今回

の死亡事故で、児童が「気分が悪い」と訴えてからわ

ずか14 分後に心肺停止の状態となったという事実か

おる。 14分間の対応が生死を分けたということは、第

一発見者はもとより、学校におけるすべての教職員が

危機管理意識をもち、迅速かつ的確な対応を行わなけ

ればならないということである。このことから、本学

の教職大学院生や学生が学校現場での実習などの機会

に、食物アレルギーの緊急時の対応が必要な場面に遭

遇する可能性を考えていく必要かおるのではないかと

思われる。

そこで、本稿においては、まず、児童生徒の食物ア

レルギーに対して緊急時の対応の整備が求められてき

た背景や動向について整理する。その動向を踏まえ、

教員を目指す本学の教職大学院生や学生が教員養成の

段階で食物アレルギーに関して対応するための知識と

危機意識をもつための授業の必要性と課題について検

討することを目的とする。

n　 学校における食物アレルギーへの緊急時の対応が

求められた背景と動向

1「学校アレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

まで【～2008 年（平成20 年）】

学校給食は、1889年（明治22年）山形県鶴岡町の私

立忠愛小学校で宗教的な救済事業として貧困児を対象

に無償で提供されたものが発祥とされている。戦

後、教育活動の一環として位置づけられてきたが、

1954年（昭和29年）に「学校給食法」が制定されたこ

とで学校給食は食育の場として明文化された。食物ア

レルギーに関しては、2001年（平成13年）に「アレル

ギー物質を含む食品の表示義務化」が行われたことか

ら「食物アレルギー」という言葉や理解が広がってい

ったといわれている。

そして、文部科学省が2004 年（平成16 年）12月に

全国の公立小学校。中学校。高等学校。中等教育学校

36, 830校を対象（有効回答率97.9％　36, 061校）に

アレルギー疾患に関する調査を行ったところ、ぜん息

5.7％、アトピー性皮膚炎5.5 ％、10％以上がアレル

ギー性鼻炎 。結膜炎、食物アレルギー2.6％、アナフ

ィラキシー0.14％という実態が明らかとなった。

この調査結果を踏まえ、以子の提言がされた。

「アレルギー炭患はまれな炭患ではなく、学校保健

を考える上では、既に、学校に、クラスに、各種のア

レルギー炭患をもつ子どもたらがいることは前提とし

なければならない状況になっている。」とし、「アレ

ルギー炭患対応の『学校生活管理指導表』を中心とし

た 仕 組 み づ く り

」

と 「 各 疾 患 に 対 す る 取 組
の

実 施 方 法

等 に 関 す る 先 進 的 事 例
の

収 集

。

分 析 に 基 づ く 検 討

」

を

両
輪 と

し て
学 校

に お け る ア
レ ル

ギ

ー

炭 患

へ
の

取 組 を 推

進 す る 必 要 か あ る

。

こ の
内 容 を 踏 ま え

、

文 部 科 学 省 監 修

の

も と
で

作 成 さ

れ た 「 学 校 ア
レ ル

ギ

ー 疾 患 に

対 す る 取 り 組 み ガ イ ド ラ

イ

ン 」

と 「 学 校 生 活 管 理 指 導 表 （
ア レ ル

ギ

ー

疾 患 用 ）

」

が 公 表 さ れ る
こ

と に な

っ

た

。

2
「 学 校 ア レ ル

ギ

ー

疾 患
に

対 す る 取 り 組
み

ガ
イ

ド
ラ イ ン

」

公 表 後 【 2 0 0 8 年 （ 平 成 2 0 年 ）

～

】

食 物 ア
レ ル

ギ

ー
の

あ る 児 童 生 徒

へ
の

給 食

の

対 応 に

つ

い て は

、

「 学 校
の ア レ ル ギ

ー 疾 患 に 対 す る

取 り 組 み ガ

イ ド ラ イ ン （ 平 成 2 0 年 3 月 　 財 団 法 人 日 本 学 校 保

健 会 発 行 ）

」

（ 以 子 「 ガ イ ド
ラ イ ン 」

と
い

う ）
に

基 づ

い て 実 施 さ れ る こ と と な

っ

た 。 「 ガ イ ド ラ イ ン
」

に は

、

食 物
ア レ ル

ギ

ー

と は

、

「

一

般 的
に は

特 定
の

食 物

を 摂 取 す る
こ

と に よ

っ

て

、

皮 膚

。

呼 吸 器

。

消 化 器 あ る

い
は

全 身 性
に 生 じ る ア

レ ル
ギ

ー

反 応
の こ

と

」

、

ア ナ フ

ィ

ラ キ シ

ー

は
「

ア レ ル
ギ

ー

反 応 に よ り

、

じ ん ま し ん
な

ど
の

皮 膚 症 状

、

腹 痛 や 嘔 吐 な ど
の

消 化 器 症 状

、

ゼ

ー

ゼ

ー

、

呼 吸 困 難 な ど

の

呼 吸 器 症 状 が 複 数 同 時 に か

つ

急 激

に 出 現 し た 状 態 を
い

う

」

と 定 義 さ れ た

。

そ
の

中
で ア ナ

フ
ィ

ラ キ シ

ー

シ

ョ ッ

ク に
つ い て

、

「 血 圧 が 低
子 し て 意

識
の

低 子 や 脱 力 を 来 す よ う な 場 合
で

、

直 ち
に 対

応
し

な

い

と 生 命 に か か わ る 重 篤 な 状 態
で

あ る

」

と 記 さ れ
て い

る

。

学 校
は

、

医 師 が 記 載 し た 『 学 校 生 活 管 理 指 導 表 』 に

従
い

、

食 物 ア
レ ル

ギ

ー

の
た め に 除 去

の
必 要 な 食 品 と そ

の

対 応 方 針 に

つ い て

保 護 者 と

の
面 談 で 確 認 す る こ

と と

な

っ

た

。

そ
の

内 容 を ふ ま え

、

校 内
で の

情 報

の
共 有 を 行

う と と も
に

除 去 食

一

覧 表 な ど を 用

い て

事 故

の

発 生 を

未 然 に 防 ぐ た め
の

体 制 づ く り を 図 る 必 要 か お る

。

こ の

「 ガ
イ ド ラ イ

ン 」 の

内 容
で

特
に

学 校 現 場
で

緊 張 感 が 増

し た の は

、

万

一

の
事 故

の
発 生 に 備 え

、

児 童 生 徒 本 人 が

自 己 注 射 が
で

き な

い

場 合 に 本 人 に 代 わ

っ

て
教 職 員 が

ア

ド
レ

ナ リ
ン

自
己 注

射 薬 （

ア ナ フ
ィ

ラ キ シ

ー
の

と き 使 用

す る 自 己 注 射 薬 。 以 下 「

エ
ピ ペ ン 」 と 記 す

。

） を 使

用 す る と
い

う
こ

と だ

っ

た

。

そ
の

た め に

、

迅
速

か

つ

的 確

な 対 応 を と る こ と が で き る よ う に 研 修 を 行
い

、

救 急 体

制 を 整 備 す る
こ

と が 必 要 と さ れ る
こ

と と な

っ

た

。

「

エ

ピ ペ ン 」 を 教 職 員 が 本 人 に 代 わ

っ

て
使 用 す

る

こ と に

つ
い て

、

「 ガ
イ ド ラ イ

ン 」 で
以 子

の
よ う に 記 述

さ れ て い る の で 引 用 す る 。

ア ナ フ
ィ

ラ キ シ

ー

の
進 行

は

一

般 的
に

急 速
で

あ り

、

「

エ

ピ ペ
ン 」

が 手 元 に あ り な が ら 症 状 に よ

っ

て は
児

童 生 徒 が 自
己 注

射
で

き な

い

場 合 も 考 え ら れ ま す

。

「

エ

ピ ペ
ン 町 の

注 射 は 法 的 に は 「 医 行 為

」

に あ た り

、

医

師 で
な

い

者 が 「 医 行 為

」
を 反 復 継 続 す る 意 図 を も

っ

て

行 え ば 医 師 法 第 1 7 条 に 違 反 す る
こ

と に な り ま す

。

し
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かし、アナフィラキシーの救命の現場に居合わせた教

職員が「エピペン 」を自ら注射できない児童生徒に

代わって注射することは反構継続する意図がないもの

と認められるため、医師法違反にならないと考えられ

ます。また、医師法以外の刑事 。民事の責任について

も、人命狡助の観点からやかをえず行った行為である

と認められる場合には、関係法令の規定によりその責

任が問われないものと考えられます。

すなわち、「エピペン」を使用することで症状を

軽減できるとき、その措置をとらないことが問題とさ

れる。「ガイドライン」では、「教職員の誰が発見

者になった場合でも適切な対応がとれるように教職員

全員が情報を共有し、常に準備しておく必要かおる」

とし、食物アレルギーの児童生徒への対応が必要な学

校での研修が行われることとなった。

3 東京都調布市の事故【2012 年（平成24 年）～】

前述したように2012 年（平成24 年）12月、東京都

調布市のA小学校で5年生の児童が食物アレルギーに

よるアナフィラキシーの疑いのため、死亡した。

この事故は、「除去食一覧表」の確認をせず担任教

諭がチヂミを渡したこと、担任教諭は「エピペン 」

を取り出したが使用しなかったこと、駆け付けた養護

教諭が食物アレルギーによるアナフィラキシーを考え

ず対応したことなどにより、『救うことができた命』

を救うことができなかったといわれている。児童が

「気持ちが悪い」と訴えてからわずか14分で心肺停

止の状態となったことから、緊急時に迅速かつ的確な

対応を行うための教職員の知識と危機意識の必要性が

問われている。この事故検証委員会の報告書による

と、除去食の提供方法と緊急時の対応の二つに大きな

問題があったとされている。

除去食の提供では、以下の3 点が指摘されている。

除去食の料理が明確に伝えられていなかったこと

おかわりの際に担任が一覧表で確認しなかったこ

にマーカーの印がなかったこと

緊急時の対応については、2点が指摘されている。

生。担任が「エピペン」を打たずに初期対応を誤っ

たこと

。養　教諭がアナフィラキシーを考えずに初期対応

を誤ったこと

これらの内、一つでも実施されていたら児童の命を

守れだのではないかと記述されている。

A小学校では、食物アレルギーに関する研修を実施

し、教職員は緊急時に「エピペン」を打つことを学

び、アナフィラキシーについて理解していたことか

ら、報告書においては、研修に対する取り組み姿勢、

研修内容等の見直しと危機意識をさらに高める取り組

みが必要であるとしている。そして、緊急時の対応に

おいての迅速な対応 として、アナフィラキシーを疑っ

た場合、速やかに 「エピペン 」を打つよう徹底する

こと、職員全員が食物アレル ギーに関する知識を深

め、取り組みを行うこ とが重要であることを提言 して

い る。研 修は、食物アレル ギーに関する研修を児 童生

徒の命を守るための研修と位置付け、尊い生命を失 わ

れることのないよう内容の充実を図ることとともに、

食物アレル ギーによる緊急時を想定した模擬 訓練な

ど、体験的な研修の必要性 について述べられてい る。

こ の事故を受け、再発防止を図るため、文部科学省

は2013 年（平成25 年）5月、医師ら学識経験者による

調査研究協力 者会議を設置 した。そして、同年8 月に

行なわれたアレルギー疾患こ関する全国の公立小学

校 。中学校 。高等学校 。中等教育学校28,  958 校を対

象 とした調査の結果、食物 アレルギー4.5%  (2004 年

（平成16 年）調査の1.7 倍 ）、アナフィラキシー0.5 ％

（同3.6 倍）、 「エピペン 」保 持者0.3 ％ （前回調

査なし）と前回調査に比して非常に増加している実態

が明らかとなった 。さらに、この調査によって新

規の食物 アレルギー発症の事例が認 められたことか

ら、緊急 時の対応はすべて の学校で取り組む必要かお

るこ と、それに加 えて、2008 年（平成20 年）4月から

2013 年（平成25 年）8月 の5 年余りの期 間に 「エピペ

ン（g）」の使用事例が408 件あ り、 （エピペンg）」の活用

への理解 が進んでいることが示唆された。そ の一方、

小 中学校 における教職員 の研修会の実施率が51.  1%

であったことから、危機管理マニュアルの整備と実践

的な研修の実施の必要性が強調された。

4 今後の学校給食における食物アレルギー対応につい

て【2014 年（平成26 年）～】

2014 年 （平成26 年）3 月、文部科学省は 「今後 の

学校給食 における食物アレル ギー対応について （通

知）」において以子の内容を発出した。

基本的な 考え方 として、 「ガイドライン」 や学

校生活 管理指導表 の周 知と徹底するこ と、緊急時

対応を 行 うこ とができ るよ う教職員等 に対す る研

修 の充 実を図るこ と、 危機 管理マニュ アル を整備

す るこ とを挙げてい る。 特に各学校におい ては、

校内委員 会を設 け組織 的に対 応するこ とや 、実践

可能なマ ニュアル等を整備す るこ と、 教職員 誰も

が （エ ピペン1）」使用を含めた緊急時対応 のた めの

実 践的 な訓練な どに取 り組む こ と、児童生 徒の発

達段 階に踏まえた上で食物 アレル ギー に関す る指

導に取り組む こととされた。

こ の通知により、各学校 において食物アレルギー対

応マニュアルの作成整備がされるとともに、都道府

県 。市町村教育委員会によるマニュアルや手引きが整

備 された。文部科学省は 「ガイドライン」の内容 に関
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する周知徹底や適切な緊急時対応を行うことができる

よう、教職員等に対する研修の充実を図る必要かお

り、役割に応じた研修会の実施や研修時間の確保が重

要であること、緊急時の対応の充実を図るため、積極

的なアドレナリン自己注射薬（「エピペン」）の使

用を促すための措置を講じるとともに、学校の状況に

応じた危機管理マニュアルの整備が不可欠であるとし

ている。

5「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び

「アレルギー疾患対策基本法」について【2015 年（平成27

年）～】

2015年（平成27年）3月、文部科学省は、「学校給

食における食物アレルギー対応十回礼を作成。発行し

た。この指針は学校における食物アレルギー対応の方

針を定めるとともに各学校におけるマニュアル作成

の資料とし、食物アレルギー事故防止の取り組みを促

進することを目的としている。さらに、本指針では、

給食の安全性を最優先とすること、組織的な対応の必

要性、「ガイドライン」に基づいた対応などを具体的

に示し、学校の危機管理対応という視点から取り組む

必要があると考えられている。 「すべての児童生徒が

給食時間を安全に、かつ、楽しんで過ごすことができ

るためには、校長等の管理職をけじめとした全ての教

職員が当事者としての意識と共通認識を強く持って組

織的に対応することが不可欠」とし、あらゆる書面で

「全ての教職員」の主体的なかかわりが必要であるこ

とが記されていることは特筆すべきことである。

そして、2015 年（平成27 年）12月、以子のような目

的でアレルギー炭患対策基本法が施行された。

アレルギー疾 患が国民生活に多大な影響を及ぼ

している現状及びアレルギー疾患が生活環境に係

る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、

重症化することに鑑み、アレルギー炭患対策に関

し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、

及びアレルギー炭患対策の推進に関する指針の策

定等について定めるとともに、アレルギー疾 患対

策の基本となる事項を定めることにより、アレル

ギー炭患対策を総合的に推進すること

この法第9 条において、学校等の設置者等の責務と

して、学校等がアレルギー炭患の重症化の予防及び症

状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力

するよう努めるとともに その設置し管理する学校等

において、アレルギー炭患を有する児童等に対し、適

切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めな

ければならないとされている。また、第18 条第2 項

において、医療機関等との連携協力体制の確保及び学

校等の教職員の研修の機会の確保についての事項が定

められている。このことは、アレルギー炭患を有する

者が多数存在し、学校におけるアレルギー対応は一部

の対象者に留まるものではない状況となっていること

を意味していると思われる。

Ⅲ　教員養成の段階における食物アレルギー対応につ

いて授業実践の取り組みと課題

1　食物アレルギー対応に関する授業実践の目的

本学は教員養成大学であることから、教員を目指す

教職大学院生や学生が、学校現場における実習などの

機会や新規採用直後に食物アレルギーの緊急対応が必

要な場面に遭遇し、第一発見者になる可能性かおる。

そのとき、児童生徒の生命を守るため、必要な知識と

危機意識をもち、緊急時に必要な迅速かつ的確な対応

についての学修を行う必要があると考えた。

本年度、教職大学院生50 名、教員養成課程の学部

生75 名を対象に食物アレルギー対応に関する授業実

践を行った。

2 授業の位置付け及び対象

教職大学院生50 名を対象に、「協働する学校づく

り」の授業科目において、「子どもの健康課題I 一食

物アレルギー対応－」として2017年6月9日こ実施

した。なお、教職大学院生50 名には、現職教員14 名

を含んでいる。

教員養成課程のE 選「教育実践の基礎理論」を受講

した3 ．4年生の学部生75 名を対象に「学校におけ

る食物アレルギー対応」として2017年7月5日こ実

施した。

倫理的配慮として、本研究の授業におけるレポート

の使用について、「研究として使用すること、個人名

を出さず個人情報を保護すること」を口頭で説明し同

意を得た。

3 授業内容

いずれの授業も基本的に以子の内容で実施した。

① 食物アレルギーによる事故事例について

東京都調布市の食物アレルギーによる死亡事故

事例について時系列に説明した後、筆者が実際に

遭遇した食物アレルギー事故事例を紹介した。

秘 食物アレルギーについての概要説明

食物アレルギーの原因となる食品、食物アレル

ギーの症状、罹患者率、アナフィラキシーの概要

を知らせるとともに 愛知県教育委員会発行「学

校における食物アレルギー対応の手引（平成28

年2 月）」13）と名古屋市教育委員会発行「アレル

ギー緊急時対応マニュアル」14）を配布し学校にお

ける対応を説明した。

③ アドレナリン自己注射薬（「エピペン 」）実習

アドレナリン自己注射薬（「エピペン」）の使

用方法を指導後、注射器のデモ器（エピペン ）ト

レーナー）を一人ひとりが実際に手に持ち、自己

注射薬の使用についての実習を行った。
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④ミニドラマの視聴により対応をシミュレーシ

ョンする活動

文部科学省発行によるミニドラマ「小学3 年生

の児童が発疱　適切に対応できなかった例」（ユ

ーチューブによる配信）15）を視聴し、適切な対応

について主体的にシミュレーションナる活動を行

った。

4 結果と考察

（1）授業後のレポートの記述から

教職大学院 及び学部学生を対象に、『学校におけ

る食物アレルギー対応について、教職に就く前に学ん

でおくべきだと思いますか』という問いに対して、

「ぜひ学ぶべきである」「できるだけ学ぶべきであ

る」「どちらでもよい」「学ぶ必要はない」の4 件法

で回答を得た。その結果、回答した125 二名のうち、

「ぜひ学ぶべきである」120名（96.0％）、「できるだ

け学ぶべきである」5 名（4.0％）、「どちらでもよ

い」「学ぶ必要はない」に回答したものはなかった。

以上のことから、受講した大学院生 。学生は「学ぶべ

き」と考えているといえる。

また、その理由及び授業後のレポートの記述内容を

表1 に示す5 つのカテゴリーに分類した。

表1　レポートの記述内容の分類結果

(N=125　複数回答あり）

記述内容　　　　　 回答数（%）

i　 「学んでおくべき」「知識が

必要」など知識に関わる内容　112(89. 6%)

の記述

ii　「命に関わる問題」「命を守

るため」など命に関わる内容　94(75.2%)

の記述

iii　「教師としての責任」「意識

が大切」など教員としての責　28  (22. 4%)

任に関わる記述

1V　　こ れまで知らなかった」

容の記述

V　 「教員に就いてすぐに対応が

必要」など教職に就く前に学　24(19.2%)

ぶことに関わる記述

i）「学んでおくべき」などの知識に関わる内容の

記述の中には、「必ず学ばなければならない」といっ

た記述が数例あった。特に、ii)命に関わる」とい

う記述が75.2％に見られた。その他に、「学ぶこと

で守れる命かおるなら学ばない理由はない」「アレル

ギーは命に関わる問題であることを再認識することで

教師としての責任感が強くなる」などの記述から、ア

レルギーの事故事例や対応を学んだことで、教師とし

ての危機意識や、学修する必然性の高まりが感じられ

た。 1V）「知ること」の必然性に関わる内容には、「初

めて知った」や「知ることができてよかった」という

記述も数例含まれている。

ある記述には、「教育実習中の経験について『給食

後、腕にぶつぶつができてかゆい』と子どもが伝えて

きたが、アレルギーであることを知らず、その後担任

の先生の話からアレルギーの反応だとい うことが分か

った。子どもが上手く伝えられない場合、気付くこと

が重要だと改めて強く思った。」とあった。重篤な事

例への遭遇ではなかったが、アレルギーに対する知識

をあらかじめもっていることが必要であると痛感させ

られる事例である。また、 「小学生だったとき、重い

アレルギーをもった同級生に対する担任の反応から、

担任がアレルギーに対する知識をもっていなかったこ

とに対して不安感を抱いた」事例に関する記述があっ

た。子どもにとって安心できる学校であるために一人

一人の教師はどう対応するかを考えさせられる記述で

あった。

こうした教員を目指す学生を対象に食物アレルギー

に関する指導に取り組まれた研究には、野田ら(2014)

による調理実習を含む食の指導に携わる家庭科教育に

関わる学生を対象とした授業実践の取り組みかおり、

具体的な対処法など現場で活用できる力の育成、対応

できる人材育成をどのように行うか体制づくりが急務

であると指摘している。さらに、青木ら(2014)

は教科教育法「家庭科教育法」の授業において東京都

の死亡事故事例や映像資料等を活用した授業実践に取

り組んだ。この取り組みを通して、「教育実習の

事前指導などの機会をとらえ、アレルギー（食物アレ

ルギー）に限らず、子どもの生命に関する基礎的な医

学的知識や技術に関する講義 。演習の機会について具

体的なプログラムと併せて検討される必要かおる」と

指摘している。筆者は小学校での動拮拮験の中で、経

験の浅い教員が食物アレルギーを意に介さず調理実習

を計画している様子に肝を冷やしたことがあることか

ら、家庭科教育の分野で学修の機会を位置付けられる

ことは必要不可欠と思われる。

また、鈴木(2015) は、小学校における給食指導や

食育を全教職員が担うという観点から教員養成大学の

学生及び小学校教員を対象とした調査を基に、「食物

アレルギーについては、知識と対処はもとより他の児

童への理解を促す必要かおることなどを教員養成の段

階から認識しておく必要かおる」と述べている。

小学校教員は、給食指導をけじめ家庭科を含むすべて

の授業科目を担当しなければならない。学校現場で

は、家庭科に限らず生活科。総合的な学習など様々な

学習の機会に調理を伴う実習を行うことがある。そし

て、受講した学生 。大学院生か実感したように子ども

の命に関わる課題であることから、教育実習などの機
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会の前に学んでおくことが肝要であると同時に、教員

を志望するすべての学生が教職に就くまでに必ず身に

つけておくべき知識であると考える。

（2）現職教員の学修の様子から

前述したように、本学教職大学院には現職教員が在

学しており、エピペンg）を所持している児童生徒が在

籍している学校がほとんどであった。（改めて対応の

怖さを感じた。本校にもエピペンg）を所持する生徒が

いるので、万一の場合は速やかに適切な処置ができる

ようにしたい」「日頃から現職教育を行い、各自でイ

メージトレーニングをしていなければ行動できない。

「」頃からの意識が大切」など、今回の授業を通して、

主体的に自らの学校を見直す姿勢がみられ、危機意識

の高まりが感じられた。

現職教員と学ぶ直進の教職大学院生の中には、授業

中の現職教員の発言の様子から、「エピペンを持つ

子どもがあんなにもいることに驚いた。教師になった

ら必ず一度は使うことになるという意識をもつことが

必要」「身近にとらえていなかったが、現職の先生の

クラスにエピペン を持つ子が多くいて、もっと知ら

ないといざというときに動けないと痛感した」などの

レポートの記述がみられた。以上のことから、教職大

学院での学修では、現職教員と教員を目指す大学院生

か共に学ぶことから学校現場での実態を踏まえた学び

となるため、より一層身近な課題として危機感をもつ

ことができたと考えられる。

（3）事例や実習を通して学ぶ意義と課題

今回の授業においては、東京都調布市の食物アレル

ギー死亡事故を具体的な事例として紹介した。特に、

学級担任の動きを中心に時系列で説明することで、教

員を目指す学生や大学院生の視点を明確にするためで

ある。前述したように、文部科学省において「緊急時

対応を行うことができる教職員等に対する研修の充実

を図ること」が求められており、研修においては役割

に応じた研修会や緊急時を想定した定期的な訓練が必

要とされている。

教職員への研修の在り方について、大野(2015)は、

現職教員への調査を行ったところ、「エピペントレ

ーナーを用いロールプレイを取り入れた研修を実施し

た場合に、94.0％が緊急対応ができると答えた」こと

から、実践場面の講習が有効であると述べている。

また、アレルギーをもつ子どもと関わる医療の立場か

ら木村(2014)は、「もっとも効果的な研修は、食物ア

ナフィラキシーが起きたときを想定してシミュレート

（模擬訓練）すること」とし、教職員が役割を変えな

がら繰り返し訓練することが大切であるとしている。

今回の授業においては、注射器のデモ器（エピペント

レーナー）を一人ひとりが実際に手に持ち、自己

注射薬の使用についての実習を行った。実際にエピペ

ンg）トレーナーを用いて実習を行うことでより深い知

識と理解につながると考えたためである。教職大学院

生や学生のレポートに（エピペンg）を教師が打たなけ

ればならないということは知っていたが、実際どのよ

うに打てばよいかよく理解できていなかったので今回

はよい経験たった」（エピペンg）の打ち方について実物

を用いて学ぶことで現場で遭遇したときに落ち着いて

対応できると考えた」などの記述があったことからも

一定の成果があったと考える。

また、平川(2015)は、「ヒヤリ・ハット」の事実か

らアレルギーに対して認識を深め、省察を伴う事例研

修になることから、教職員全体の意識を高めるために

は多様な事例を知ることが必要であることを指摘して

いる2匸 事例を通して学んだことによって、あるレ

ポートに「確認ミスで命に関わる事態になることに恐

怖を覚えた」「担任教師がどのような対応をするべき

か学ぶことができた。教員全員で把握し訓練すること

が必要だと思った」などの記述がみられた。これらの

記述から、具体的な事例から具体的な行動についての

学びが深まったと思われる。

以上のように、実習や事例を通して授業を実施した

ことにより、受講した院生 。学生が「子どもの命に関

わる」という危機意識をもち、食物アレルギー対応に

ついての知識の必要性を認識したと思われた。

しかしながら、今回の授業においては、対応につい

ての学修が映像を通したシミュレーションであったこ

とから、今後は、想定事例について教職員間で役割分

担をし、実際にロールプレイを通してシミュレーショ

ンしながら学び合う機会を設定するなど、緊急時の対

応についてより理解を深める授業方法についての追求

が必要であると考える。

Ⅳ まとめ

今日、学校における食物アレルギーへの緊急時の対

応が必要とされている動向を概観し、教員養成の段階

における食物アレルギー対応に関わる授業の取り組み

について述べてきた。

本年度実施された教員採用試験で、食物アレルギー

対応に関する出題があった。このことは、学校現場に

おける危機管理として、教員を志望する者に必要な知

識とされていることを意味している。今回の授業を通

して、「子どもの命に関わること」「知っておきた

い」など、教職大学院生や学生が知識や緊急時の対応

を学ぶことの必要感をもっているという手ごたえを感

じた。そして、すでに実習などの機会で食物アレルギ

ーの症状をもつ子どもと遭遇している事例があったこ

とからも、今後、教員養成の段階において、食物アレ

ルギーについての知識と緊急時の対応を学修する枠組

みについて模索していくことが必要であると考える。
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